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  管理№

指定管理者 株式会社　西王不動産

（電話番号） （　023－630－2154　　）

1 仕様書等に沿った管理･運営業務の履行状況

評　価

Ｂ

② 管理･運営上の
課題、問題点
（改善すべきこ
と）

課題、問題点へ
の今後の対応

2 利用者からの要望等への対応

① 評　価 ≪評価の理由≫

Ｂ

入居者からの意見・苦情等について、県と指定管
理者との協議、連携により概ね適正な対応を実施
することができた。

意見･要望等へ
の今後の対応

3 指定管理者制度活用の効果

① 評　価
≪評価の理由≫

Ａ

休日・夜間等の24時間対応体制が整えられてお
り、優れた対応が認められる。

② 評　価
≪評価の理由≫

Ｂ

県と指定管理者との協議・調整による計画修繕の
見直しや確認により、概ね適正な節減が実施され
ている。

③ 評　価
≪評価の理由≫

Ｂ

管理運営面において、福祉関係機関との連携強化
が図られており、概ね適正な管理が実施されてい
る。

【評価指標】
：仕様書等に定める水準を上回っている等、優れた対応がなされている。
：概ね適正に実施されている。
：部分的に改善等を要するところがあるが、既に対応済み又は対応見込みである。
：仕様書等に定める水準に達しておらず、大いに改善を行う必要がある。

注）検証項目については、施設の特性等に応じて適宜追加することができるものであること。

団地自治会組織については入居時にパンフレット等で説明しているところであり、今後も継続して自治会組織への
協力等の理解を深め、入居者全体が円滑な団地生活が営めるよう、県と指定管理者との連携を図り対応に取り組ん
でいきたい。

母子世帯、高齢者世帯の比率が年々高くなってきて
おり、自治会役員や棟長などの役を受けていただけ
ないこと、また、受けていただいても滞りがちで何
とかしてほしいとの相談も増えており、対応策に苦
慮している。

≪課題等の原因分析≫

県営住宅に長年入居していることに伴い世帯が高齢化してい
る事、入居時の倍率優遇により入居世帯全体のうち母子世帯
等の占める割合が高くなっている事が一つの要因と考えられ
る。

休日・夜間等も２４時間対応できる体制を引き続き
とっており、サービスの向上に努めている。村山管
内は毎月、他の地区は四半期に1回の割合で無料弁護
士相談会を県弁護士会の協力をいただきながら開催
することができた。

建物の老朽化に伴い修繕件数が増える中、県と協議
の上、計画修繕等を見直しながら何とか予算の範囲
内で終わる事ができた。

地域包括支援センターとの情報共有による連携や県
リハビリセンター、各市町村の福祉課等との交流に
より個々に即した緊密な活動を行うことができた。

指定管理者制度導入施設の管理運営検証結果【検証シート】

施設の名称 県営住宅及びすまい情報センター

所在地

検証期間 平成30年4月1日　～　平成31年3月31日

指定期間 平成30年4月1日　～　平成35年3月31日
県担当課 県土整備部建築住宅課

Ｂ
Ｃ
Ｄ

意見･要望等及
びその対応状況

県営住宅における修繕要望や植栽剪定の依頼等に対
しては、現場確認後対応している。状況によって
は、県と協議し行っている。また、苦情等について
も、現場確認を行い即対応し、早期解決に努めてい
る。

入居者からの意見・要望等については、県と指定管理者との緊密な連携により引き続き迅速な対応に取り組んでい
く。

総合的な評価

仕様書及び協定書等に定める水準同等又はそれ以上の管理運営について、概ね適正に実施されている。
今後は指定管理者の各事務所間での情報共有等により、県全域での更なる県営住宅使用料の徴収率・収納率の向上
の効果が期待されます。

サービスの
向上

経費の節減

県営住宅：76団地
すまい情報センター：山形県城南町1-1-1 22F

Ａ

管理･運営業務
の履行状況

指定管理者による自己検証 県(施設所管課)による評価･検証検証項目

協定書等に基づいた管理・運営業務を大きな問題も
なく概ね履行することができた。

① ≪評価の理由≫

県営住宅及び山形県すまい情報センターの管理・
運営業務について、仕様書及び協定書に定める水
準を概ね満足している。

その他(地域の
活性化、雇用の
確保等)


